
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度（以下「雑誌スポ  

ンサー制度」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 雑誌スポンサー制度の導入により、新たな財源を確保し、より少ない 

経費で雑誌コーナーの充実を図り、市民の図書館利用サービスの向上ととも

に活性化を図ることを目的とする。 

（雑誌スポンサー制度の内容） 

第３条 広告を表示する者（以下「スポンサー」という。）が雑誌の購入費用を 

負担し、購入した雑誌を図書館に配架する。 

２ スポンサーが購入した雑誌の配架位置は、図書館長が決定する。 

３ 図書館は、提供雑誌の最新号カバー表面にスポンサーの広告を掲載する。 

 （スポンサーの資格） 

第４条 スポンサーは、次の各号のいずれかに該当する事業者に係るものであ 

るときは、スポンサーの対象としない。契約期間中においてこれらのものに

該当するに至った場合も同様とする。 

(1)  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年 

法律第１５４号）による再生又は更生手続中であるもの 

(2)  法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反したもの 

(3)  市の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの 

(4)  暴力団、暴力団の構成員その他これらに準ずるもの 

(5)  税金等を滞納しているもの 

(6)  前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないも 

の 

２ スポンサーは、企業、商店、団体等を対象とし、個人を対象としない。 

 （掲示する広告基準） 

第５条 広告の内容は、市行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがな 

 く、かつ、市民に不利益を与えないものとし、その内容が次の各号のいずれ 

 かに該当又は該当するおそれがあるものは、広告掲載の対象としない。 

(1)  市としての公共性若しくは中立性又は品位を損なうおそれがあるもの 

(2)  法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの 

(3)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に掲げる営業に関するもの 

(4)  公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(5)  政治性のあるもの又は選挙に関するもの 



(6)  宗教性のあるもの又は思想的なもの 

(7)  個人、団体等の意見広告又は名刺広告 

(8)  青少年の保護又は健全育成に反するもの 

(9)  求人広告その他これに類するもの 

(10) 消費者保護の観点からふさわしくないもの 

(11) 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業に

関するもの 

(12) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれがあるもの 

(13) 内容又は責任の所在が不明確なもの 

(14) 比較広告 

(15) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないもの 

（募集） 

第６条 スポンサーは、随時募集し、先着順に受け付けるものとする。 

（広告掲出期間） 

第７条 広告の掲出期間は、原則として図書館が掲出を決定した月の翌月から 

 当該年度末までとする。ただし、期間満了の３か月前までに、図書館又はス

ポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に継続するものとし、

その後も同様とする。 

２ スポンサーは、自己の事情により雑誌の提供を中止しようとするときは、

当該中止しようとする日の１か月前までに図書館長に通知しなければならな

い。 

 （雑誌スポンサー名及び広告の表示等） 

第８条 提供雑誌における雑誌スポンサー名及び広告の表示方法は、次のとお

りとする。 

２ スポンサーは、最新号カバーの表面に広告チラシ１枚を貼付するものとす

る。 

３ 広告チラシの大きさは、縦１０ｃｍ、横１３ｃｍ以内のものとし、スポン

サーが作成したもので片面印刷のものを使用する。 

（雑誌の選定） 

第９条 スポンサーは、図書館指定の別紙「雑誌リスト」より選定するもの  

とする。 

（雑誌スポンサー制度の申込方法） 

第１０条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、朝霞市立図書館

雑誌スポンサー制度申込書（様式第１号）に必要事項を記入の上、次に掲げ

る資料を添付し、図書館長に提出しなければならない。 

(1)  広告図案 



(2)  会社概要等（業種等が分かるもの） 

 （スポンサーの決定） 

第１１条 図書館長は、前条の申込みがあったときは、申込みの順に第４条及

び第５条の広告基準に基づきスポンサーを決定するものとする。この場合に

おいて、同一の雑誌の申込みがある場合は、先着順に決定するものとする。 

２ 図書館長は、前項の規定によりスポンサーを決定したときは、申込みをし

た者に対し、その結果を雑誌スポンサー決定（却下）通知書（様式第２号）

により通知する。 

３ 図書館長は、第２項の規定により、決定をした場合においては、広告の内

容が第５条各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポンサーにその内

容を修正・削除等を指示することができる。 

 （審査会） 

第１２条 広告掲出に関する審査を行うことを目的として、朝霞市立図書館雑

誌スポンサー・広告審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会の委員長は図書館長とし、委員は図書館管理職及び係長職にある図

書館職員をもって充てる。 

３ 委員長は、前項で定める委員のほか、関連する課長等を臨時の委員として

加えることができるものとする。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の

指名する委員が、その職務を代行する。 

 （会議） 

第１３条 審査会の会議は、広告掲出に関して疑義が生じた場合において、委

員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。 

２ 審査会の会議は、委員長がその議長となる。 

３ 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めたときは、関連する課長等を審査会に出席さ

せ、その意見又は説明を求めるものとする。 

６ 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第１４条 審査会の庶務は、図書館において処理する。 

 （契約） 

第１５条 申込者は、雑誌スポンサー制度のスポンサーに決定した場合、速や

かに覚書（様式第３号）により図書館長と覚書を締結するものとする。 



（雑誌代金の支払方法） 

第１６条 スポンサーは、雑誌購入代金を次に掲げる支払方法により、朝霞市

立図書館指定の納入業者に直接支払うものとする。 

(1)  支払は、一括払いとする。 

(2)  振込手数料は、スポンサーの負担とする。 

 （雑誌が休刊及び廃刊した場合の措置） 

第１７条 スポンサー提供の雑誌が休刊及び廃刊した場合は、図書館と協議の

上、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。 

 （広告掲載の責務） 

第１８条 スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うもの

とする。 

 （その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施に関し必

要な事項は、図書館長が別に定める。 

附 則 

 この要領は、平成２４年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第１０条関係） 

朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度申込書 

  年  月  日 

 朝霞市立図書館長 宛 

 

住 所（所在地） 

 会社名・団体名 

申込者 代表者名           印 

電話番号 

                  ＦＡＸ番号 

  

朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領第１０条の規定に基づき、

次のとおり申し込みます。 

 

１ 広告の掲載を希望する雑誌名 

希望順位 配置希望館 雑 誌 名 

１ 本館・分館  

２ 本館・分館  

３ 本館・分館  

４ 本館・分館  

５ 本館・分館  

 

２ 広告掲載希望期間 

      年  月  日から    年  月  日まで 

 

３ 担当者連絡先 

部 署  

担当者名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

備 考  

 

４ 添付文書 

 ・広告図案 

 ・会社概要等（業種等がわかるもの） 



様式第２号（第１１条関係） 

雑誌スポンサー決定（却下）通知書            

                                                     第     号                          

年  月  日 

  

            様 

 

朝霞市立図書館長        印 

 

     年  月  日付けで申込みのあった朝霞市立図書館への雑誌の提

供について、次のとおり決定（却下）しましたので通知します。 

 

 

 １ 提供を受ける雑誌及び受入れ図書館 

 

 

 ２ 受入れ開始日 

 

             年  月  日 

 

 ３ 雑誌を納入する業者（書店等） 

 

 

 ４ 却下の理由 

 

 

 

 

（注） 

 １ 雑誌の配架の位置、保存期間、廃棄その他提供された雑誌の取扱いにつ

いては、図書館が決定します。 

 ２ 提供する雑誌が廃刊となる場合その他雑誌の提供ができなくなると見込 

まれる場合は、あらかじめ図書館と協議してください。 

 ３ 掲示する広告物は、掲示した日から３か月間は変更することができませ

ん。掲示した日から３か月以上経過した広告物を変更しようとする場合は、

あらかじめ、新たに掲示する広告物について承認を受けてください。 



様式第３号（第１５条関係） 

覚   書 

 朝霞市立図書館（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）

は、雑誌の寄贈等に関し、以下のとおり覚書を締結する。 

記 

 （寄贈雑誌） 

第１条 甲は乙から［     ］の雑誌の寄贈を受けるものとする。 

 （広告掲載の方法） 

第２条 甲は、乙から寄贈を受けた雑誌にカバーを掛けて、乙の広告を当該雑誌の表面

に掲載することができる。この場合において広告の内容等については事前に甲に協議

するものとする。  

 （寄贈の期間） 

第３条 乙が甲に対して寄贈する期間は原則１年間とする。ただし、期間満了の３か月

前までに、甲又は乙いずれかの書面による解約の意思表示がある場合以外は、自動的

に延長されるものとし、その後も同様とする。 

 （広告掲載の責務） 

第４条 乙は、乙が掲載した広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。   

２ 乙は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に

関わる全ての権利処理等が完了していることを甲に対し保障するものとする。 

３ 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、

乙の責任及び負担において解決するものとする。 

 （協議） 

第５条 本覚書に定めのない事項については疑義が生じた場合は、甲及び乙が誠意をも

って協議し、解決を図るものとする。  

 

 本覚書は２通作成し、甲及び乙が署名捺印の上、各１通を保管するものとする。 

     年  月  日 

甲 住 所 朝霞市青葉台１－７－２６ 

                朝霞市立図書館長           印 

 

乙 住 所  

会社名  

役 職 

氏 名              印 

 



（参考）スポンサー表示 様式見本 

１ 最新号カバー（表面）      

 

 

 

   スポンサーの宣伝文 

    ・縦１０ｃｍ 横１３ｃｍ以内に入る宣伝文 

 

 

表  面 

 

   広告文 

  

 

 


